
　平成26年度の一般会計における人件費は、総額で56億2,280万円となっています。平成25年度の人件費総額
が56億7,824万円でしたので、5,544万円の減額となりました。その主な理由として、職員の計画的な削減や理
事者の給与カットがあげられます。
　また、合併初年度の平成16年度の一般会計における人件費総額75億7,862万円と比べ19億5,582万円減少して
います。
　平成26年度の人件費（報酬や給料・手当のほか、共済費も含む）の内訳は、理事者（市長・副市長・教育長）
が6,498万円、市議会議員が1億8,376万円、その他の特別職（審議会の委員、消防団員など）が2億4,719万円、
一般職員が51億2,687万円となっています。
　人件費は、財政を圧迫する要因となることから、今後も行財政改革を推進して適正な職員定員の管理に努め
ていく必要があります。

平成26年度の人件費の状況

一般会計では人件費が合併時と比べて19億円減少
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市議会議員 22人
（前年度 22人）

一般職員 676人
（前年度 676人）

その他の特別職 3,042人
（前年度 3,099人）

　特別職の報酬は、市民の方で構成される「特別職報酬審議会」で検討していただきます。その検討結果
をもとに作成した条例の改正案を議会に提出し、議会の議決を経て、報酬の額が決定されます。また、職
員の給与の改正は、国の人事院勧告を参考として行われます。職員の給与はすべて条例の規定に基づき支
給されています。
　平成26年度は平成25年度に引き続き、歳出削減のため、理事者（市長・副市長・教育長）が独自で給料
および期末手当のカットを行います。

特別職や一般職員の給与の決め方

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」の施行に伴い、平成19年度決算から指標の公表が、
平成20年度決算から財政健全化計画などの策定が義務づけられました。平成24年度決算における京丹後市の健
全化判断比率は4つの指標すべてで早期健全化基準を下回り、病院などの公営企業の事業会計についても資金不
足が生じることはありませんでした。

健全化判断比率などの状況 （平成24年度決算より）

　平成26年度の一般
会計職員数は676人で、
前年度と同人数となっ
ています。主な内訳は、
新規採用者の増が21
人、再任用短時間勤務
職員の増が5人、退職
による減が2 6人と
なっています。
　※〔　〕内人数は病
院医師などの公営企業
等会計部門も含めた京
丹後市全体の職員数の
推移です。全体の職員
数では合併前から216
人減少しています。

一般会計における職員数の推移（各年度の4月1日現在で比較しています）

報酬 給料 期末手当 時間外勤務手当 その他の手当 共済費等

合計 6,498万円（前年度 6,431万円）

合計 1億8,376万円（前年度 1億8,275万円）

合計 2億4,719万円（前年度 2億8,056万円）

合計 51億2,687万円（前年度 51億5,062万円）

3,299万円 933万円 1,417万円 849万円

1億168万円 2,872万円 5,336万円

1億9,662万円 5,057万円

24億4,729万円 8億7,866万円

1億5,826万円

8億2,709万円 8億1,557万円

〈平成26年度給与等特例措置〉
市長
副市長、教育長

給料と期末手当を10％カット
給料と期末手当を 5％カット

合併前の平成15年度と平成26年度を比較すると、261人の減となっています
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実質赤字比率 該当なし黒字のため
京丹後市
△2.16％（△2.79％）
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　一般会計における赤字の程度を示す指標。数値が大きいほ
ど財政運営が深刻化していることを表します。
　平成24年度一般会計決算は黒字のため該当しませんが、
数値化すると△2.16％となります。

連結実質赤字比率 該当なし黒字のため
京丹後市
△10.50％（△9.86％）
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　特別会計や企業会計などすべての会計を合算して算出す
る、市全体の赤字の程度を示す指標。数値が大きいほど財政
運営が深刻化していることを表します。
　平成24年度の連結決算は黒字のため該当しませんが、数
値化すると△10.50％となります。

実質公債費比率

資金不足比率

15.4％（基準の範囲内） 111.7％（基準の範囲内）
京丹後市
15.4％（15.7％）
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　借入金の返済やこれに準じる額の大きさを示しています。
数値が大きいほど、資金繰りが悪化していることを表します。
　平成24年度の3か年平均は、前年度と比較して0.3ポイン
ト改善して15.4％となり、早期健全化基準（25.0％）を下
回りました。

　公営企業の料金収入の規模に対する資金不
足額の程度を示す指標。数字が大きいほど経
営が深刻化していることを表します。
　平成24年度はすべての企業会計・特別会
計で資金不足比率は生じていません。

将来負担比率
京丹後市
111.7％（110.2％）

1000 200 300 400
（％）（　）内は前年度の比率
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　借入金や将来的に支出することが見込まれる現時点での残高を
示しています。数値が大きいほど将来、財政を圧迫する可能性が
高いことを表します。
　平成24年度は、前年度と比較して1.5ポイント増加して111.7％
となりましたが、早期健全化基準（350.0％）は下回りました。

該当なし
黒字のため

　なお、資金不足比率の対象となる会計は、
水道事業、病院事業、簡易水道事業、集落排
水事業、公共下水道事業、浄化槽整備事業、
工業用地造成事業、宅地造成事業の8つの会
計です。
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